
目

次

公
営
企
業
部
公
告

△

大
竹
工
業
団
地
用
地
の
分
譲

一

警
察
本
部
公
告

△

一
般
競
争
入
札

四

公公公
営営営
企企企
業業業
部部部
公公公
告告告

大
竹
工
業
団
地
用
地
を
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
日
以
降
次
の
よ
う
に
分
譲
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
日

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者

中

村

博

一

分
譲
地
の
概
要

１

位
置
、
分
譲
区
画
及
び
分
譲
予
定
面
積

(一)

位
置

広
島
県
大
竹
市
東
栄
三
丁
目
外

(

別
図)

(二)

分
譲
区
画
及
び
分
譲
予
定
面
積

化
学
工
業
用
地
Ａ

九
一
、
二
四
六
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

化
学
工
業
用
地
Ｂ

一
、
六
一
四
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

化
学
工
業
用
地
Ｃ

三
、
二
五
九
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

化
学
工
業
用
地
Ｄ

一
、
七
二
一
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

化
学
工
業
用
地
Ｅ

九
三
、
九
五
一
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

化
学
工
業
用
地
Ｆ

一
、
四
五
五
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ

七
、
三
五
九
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ｂ

二
二
二
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ａ

三
五
、
二
六
二
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｂ

七
四
二
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｃ

九
、
六
九
七
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｄ

一
、
五
三
九
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地

一
一
、
四
一
三
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

た
だ
し
、
化
学
工
業
用
地
Ｃ
及
び
Ｄ
区
画
の
一
部
に
は
、
第
三
者
の
所
有
地
が
存
在
し
、
広
島
県

が
所
有
権
を
取
得
後
に
売
買
契
約
を
締
結
す
る
。

(三)

分
譲
区
画
の
取
扱
い

化
学
工
業
用
地
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ
区
画
は
、
一
括
で
の
申
込
み
と
す
る
。

化
学
工
業
用
地
Ｅ
及
び
Ｆ
区
画
並
び
に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ
及
び
Ｂ
区
画
は
、
一
括
で
の

申
込
み
と
す
る
。

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ａ
及
び
Ｂ
区
画
は
、
一
括
で
の
申
込
み
と
す
る
。

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｃ
及
び
Ｄ
区
画
は
、
一
括
で
の
申
込
み
と
す
る
。

チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地
は
一
区
画
で
の
申
込
み
と
す
る
。

た
だ
し
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
及
び
チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地
に
つ
い
て
は
、
前
記

の
区
画
に
よ
ら
な
い
申
込
み
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
分
譲
面
積
の
最
低
限
度
は
、
各
用
地

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

２

地
勢

(一)

化
学
工
業
用
地
Ａ
及
び
Ｅ
区
画
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ
区
画
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

製
造
業
用
地
Ａ
及
び
Ｃ
区
画
並
び
に
チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地
区
画
は
、
広
島
県
が
大
竹
港
の
一
画
を
平

成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
に
埋
立
て
を
完
了
し
た
も
の
で
あ
る
。

(二)

化
学
工
業
用
地
Ａ
及
び
Ｅ
区
画
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ
区
画
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

製
造
業
用
地
Ａ
及
び
Ｃ
区
画
並
び
に
チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地
区
画
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
旧
護
岸
の
捨

石
等
が
存
在
す
る
。

(三)

化
学
工
業
用
地
Ａ
、
Ｃ
及
び
Ｄ
区
画
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
大
竹
市
管
理
の
排
水
路
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。

二

分
譲
方
針

１

土
地
の
用
途

(一)

化
学
工
業
用
地

日
本
標
準
産
業
分
類

(

平
成
十
四
年
三
月
改
訂)

に
よ
る
大
分
類
Ｆ
の

｢

製
造
業｣

の
業
種
の
う

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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ち
中
分
類
十
七
の

｢

化
学
工
業｣

の
業
種
の
用
地

(二)

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地

危
険
物
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
を
設
置
す
る
用
地

(三)

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地

日
本
標
準
産
業
分
類

(

平
成
十
四
年
三
月
改
訂)

に
よ
る
大
分
類
Ｆ
の

｢

製
造
業｣

の
業
種
の
う

ち
中
分
類
十
五
の

｢

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業｣

の
業
種
の
用
地

(四)

チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地

パ
ル
プ
及
び
紙
製
造
の
原
材
料
で
あ
る
チ
ッ
プ
の
保
管
場
所
と
し
て
利
用
す
る
用
地

２

分
譲
予
定
価
格
と
支
払
方
法

(一)

分
譲
予
定
価
格

化
学
工
業
用
地
Ａ

四
、
六
一
一
、
五
六
一
、
五
五
〇
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

化
学
工
業
用
地
Ｂ三

四
、
七
〇
四
、
二
二
五
円

(
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

化
学
工
業
用
地
Ｃ七

〇
、
〇
七
〇
、
四
三
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

化
学
工
業
用
地
Ｄ三

七
、
〇
〇
一
、
九
三
〇
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

化
学
工
業
用
地
Ｅ

四
、
八
二
五
、
八
〇
三
、
五
一
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

化
学
工
業
用
地
Ｆ三

一
、
二
九
六
、
〇
四
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ

三
七
五
、
七
〇
二
、
七
五
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ｂ

四
、
七
九
二
、
五
六
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ａ

一
、
八
一
〇
、
三
一
三
、
七
一
〇
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｂ

一
五
、
九
七
一
、
二
七
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｃ

四
九
〇
、
〇
四
四
、
九
七
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地
Ｄ

三
三
、
〇
九
八
、
八
二
〇
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

二
一
、
五
〇
〇
円)

チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地

五
八
七
、
六
二
五
、
三
〇
五
円

(

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り

五
一
、
五
〇
〇
円)

前
記
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
は
、
各
区
画
の
標
準
単
価
で
あ
り
、
総
額
は
、
旧
護
岸

の
捨
石
等
の
影
響
を
考
慮
し
た
価
格
で
あ
る
。

分
譲
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
五
一
、
五

〇
〇
円
の
標
準
価
格
を
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
六
九
、
三
〇
〇
円
と
す
る
。

(二)

支
払
方
法

売
買
代
金
の
一
括
払
い
又
は
延
納
分
割
払
い
と
す
る
。

３

売
買
契
約
の
主
な
条
件

(一)

化
学
工
業
用
地
Ａ
及
び
Ｅ
区
画
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
用
地
Ａ
区
画
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

製
造
業
用
地
Ａ
及
び
Ｃ
区
画
並
び
に
チ
ッ
プ
ヤ
ー
ド
用
地
区
画
の
売
買
契
約
は
、
公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
譲
地
の
譲
渡
許
可
を
大
竹

港
港
湾
管
理
者
の
代
表
者
で
あ
る
広
島
県
知
事
か
ら
受
け
た
後
に
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。

(二)

地
域
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
別
に
環
境
保
全
協
定
を
締
結
す
る
。

(三)

Ｃ
Ｏ
Ｄ
負
荷
量
は
、
大
竹
市
東
栄
地
域
全
体
で
平
成
二
年
度
の
負
荷
量
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
原

則
と
す
る
。

(四)

譲
受
人
が
契
約
に
違
反
し
た
場
合
、
譲
渡
人
は
譲
受
人
か
ら
違
約
金
を
徴
収
し
契
約
の
解
除
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(五)

土
地
の
所
有
権
は
、
分
譲
代
金
を
完
納
し
た
時
に
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
移
転
す
る
。

(六)

土
地
の
所
有
権
移
転
登
記
に
要
す
る
費
用
は
、
譲
受
人
の
負
担
と
す
る
。

三

申
込
み
の
資
格

次
の
各
号
の
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

１

分
譲
地
に
お
い
て
、
前
記
二
１
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
事
業
場
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

２

事
業
場
の
建
設
及
び
経
営
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３

県
税
に
つ
い
て
滞
納
が
な
い
こ
と
。

四

申
込
み
の
受
付

１

期
間

平
成
十
八
年
七
月
二
十
日

(

木)

か
ら
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

(

月)

ま
で
の
間

(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除
く
。)

の
八
時
三
十
分
か
ら
十
七
時
ま
で
と
す
る
。

２

場
所

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

広
島
県
公
営
企
業
部
土
地
管
理
室

五

申
込
み
に
必
要
な
書
類
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警警警

察察察

本本本

部部部

公公公

告告告

広
島
県
警
察
本
部
公
告
第

67号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則

第
32号

)
第

16条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成

18年
７
月

20日

広
島
県
警
察
本
部
長

飯
島

久
司

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

ア
広
島
県
広
島
中
央
警
察
署�

広
島
東
警
察
署�

広
島
西
警
察
署�

広
島
南
警
察
署
及
び
広
島
北
警

察
署
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託

イ
広
島
県
呉
警
察
署
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託

ウ
広
島
県
福
山
東
警
察
署
放
置
車
両
確
認
事
務
業
務
委
託

�
調
達
件
名
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

19年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で
(２
年
間
)

�
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
方
法
等

ア
上
記�

の
件
名
で
２
年
間
の
総
価
で
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条

の
10の

２
に
規
定
す
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
行
う

。

イ
予
定
価
格
及
び
低
入
札
価
格
調
査
基
準
価
格
の
公
表
は�

入
札
参
加
資
格
審
査
の
結
果�

入
札
参

加
資
格
が
あ
る
と
認
定
し
た
者
に
対
し
通
知
し
て
行
う
こ
と
と
す
る

。

�
入
札
書
の
記
入
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果�

１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合

は�
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�
入
札
者
は�

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し

よ
う
と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
平
成

17年
広
島
県
告
示
第

863号
(平
成

18年
度
か
ら
平
成

20年
度
ま
で
に
お
け
る
放
置
車
両
の
確

認
事
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の

申
請
手
続
等
)
又
は
平
成

18年
広
島
県
告
示
第

698号
(平
成

18年
度
か
ら
平
成

20年
度
ま
で
に
お
け

る
放
置
車
両
の
確
認
事
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)
に
よ
る
資
格
を
認
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
平
成

17年
広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

65号
(放
置
車
両
の
確
認
事
務
の
法
人
登
録
申
請
手
続
)
に

よ
る
法
人
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と

。た
だ
し�

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

51条

の
９
の
規
定
に
よ
る
広
島
県
公
安
委
員
会
の
適
合
命
令
を
受
け
て
お
り�

当
該
命
令
に
係
る
必
要
な
措

置
を
と
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
法
人
を
除
く

。

な
お�

法
人
登
録
の
申
請
か
ら
登
録
ま
で
に

50日
の
標
準
処
理
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら�

本
入
札

に
参
加
す
る
た
め
に
は�

平
成

18年
７
月

28日
(金
)
ま
で
に
広
島
県
公
安
委
員
会
に
法
人
登
録
申
請

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
条
件

�
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
本
件
調
達
の
公

告
日
か
ら
入
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
純
資
産

1,000万
円
以
上
の
株
式
会
社�

正
味
財
産

1,000万
円
以
上
の
公
益
法
人
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
入
札
参
加
表
明
書
を
提
出
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所

〒
730－

0011
広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
駐
車
対
策
室

電
話
(082)

228－
0110

(内
線

705－
411

〜413)

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
８
月

17日
(木
)
か
ら
平
成

18年
９
月

15日
(金
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

イ
入
手
方
法

上
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
か�

郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
(平
成

14年
法
律
第

99号
)
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第

９
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
送
付
(以
下

｢郵
送
等
｣
と
い
う

。)
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る
請
求
の
場
合
は�

上
記

ア
の
期
間
内
に
必
着
す
る
こ
と
と
し�

重
量

510グ
ラ
ム
の
物
を
送
付
で
き
る
額
面
の
切
手
又
は
こ

れ
に
類
す
る
証
票
を
ち
ょ
う
付
し
た
返
信
用
封
筒
(角
形
２
号
)
を
同
封
す
る
こ
と

。

な
お�
入
札
説
明
会
に
参
加
す
る
者
は�
下
記�
の
イ
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る

。
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�
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
８
月

17日
(木
)
午
後
１
時

30分

イ
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー５
階
大
会
議
室

�
入
札
参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
場
所
等

ア
提
出
期
限

平
成

18年
８
月

17日
(木
)
か
ら
平
成

18年
９
月

15日
(金
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

イ
提
出
場
所

上
記�

の
場
所

ウ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第

６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に

よ
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
に
限
る

。提
出
期

限
内
必
着
)
と
す
る

。

�
入
札
参
加
資
格
審
査
結
果
の
通
知

入
札
参
加
資
格
審
査
の
結
果
は�

平
成

18年
９
月

29日
(金
)
ま
で
に�

入
札
参
加
表
明
者
に
通
知

を
発
送
す
る

。

�
入
札
・
開
札
の
日
時
及
び
場
所
等

ア
日
時

�
上
記
１
の�

の
ア
の
業
務
委
託

平
成

18年
10月

６
日
(金
)

午
後
１
時

30分

�
上
記
１
の�

の
イ
の
業
務
委
託

平
成

18年
10月

６
日
(金
)

午
後
２
時

30分

�
上
記
１
の�

の
ウ
の
業
務
委
託

平
成

18年
10月

６
日
(金
)

午
後
３
時

30分

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
別
館
基
町
庁
舎
北
館
２
階
第
１
会
議
室

ウ
提
出
書
類

当
日�

入
札
書
の
ほ
か
に�

提
案
書
及
び
誓
約
書
を
提
出
す
る
こ
と

。

詳
細
は�

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

エ
開
札

当
日�

そ
れ
ぞ
れ
の
入
札
終
了
後
す
ぐ
に
開
札
を
行
い�

予
定
価
格
を
上
回
っ
た
者
は
失
格
と
す

る

。

�
落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち�

こ
の
委
託
業
務
遂
行
に
最
適
な
法
人
を
選
定
す
る
た
め
の

下
記�

の
提
案
審
査
で
総
得
点
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る

。ま
た�

入
札
価
格
が
低
入
札
価
格

調
査
基
準
価
格
を
下
回
っ
た
者
は�

契
約
が
適
正
に
履
行
さ
れ
る
か
否
か�

開
札
後�

落
札
者
を
決
定

す
る
ま
で
の
間
に
調
査
を
行
う

。

�
提
案
審
査

ア
提
案
審
査
は�

落
札
者
決
定
基
準
に
従
っ
て
入
札
書
及
び
提
案
書
の
内
容
を
合
計

100点
(価
格

評
価

50点
及
び
施
策
反
映
評
価

〔公
平
性
評
価�

適
正
性
評
価
及
び
確
実
性
評
価

〕50点
)
の
範
囲

内
で
評
価
項
目
ご
と
に
得
点
化
し
て
行
う

。

な
お�

評
価
に
当
た
っ
て
は�

学
識
経
験
者
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で�

公
平
か
つ
客
観
的
に
行

う
も
の
と
す
る

。

イ
落
札
者
決
定
基
準
の
詳
細
は�

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
の
措
置

落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
場
合
に
は�

提
案
審
査
に
よ
り
次
点
と
評
価
さ
れ
た
入
札
者
と
契
約

の
交
渉
を
行
う
こ
と
と
す
る

。

５
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な

か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
第

21条
各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
入
札
参
加
表
明
書
及
び
誓
約
書
の
様
式
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
提
案
書
の
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。
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